〇〇法人○○会△△ホーム利用者預り金等管理規程(参考例)
（目的）

第１条　この規程は、△△ホームの利用者のうち、処遇上、財産の保護を特に必要とする者に代わって、△△ホーム管理者（以下「管理者」という。）がその者の所有する現金、各種預貯金の通帳及び印鑑（以下「預り金等」という。）の管理を行う場合の取り扱いを定めたものである。
（管理の原則）

第２条　利用者が所有する金品等は、利用者又は保護者等が自ら管理することを原則とする。ただし、管理者は、利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、利用者等に代わって、これを管理することができる。

（１）利用者又は成年後見人等より△△ホームに管理を依頼された場合

（２）心身の障害のため、自ら管理する事が困難であると認められる場合

（３）その他、△△ホームにおいて管理することが利用者の処遇上、特に必要であると管理者が認める場合
２　利用者の判断能力が不十分又は判断能力がない場合は、前項にかかわらず、成年後見人等の選任がなされるよう△△ホームは努め、成年後見人等の依頼に基づき管理するものとする。
（預り金等の範囲）

第３条　預り金等の範囲は次の各号のとおりとする。

（１）現金

（２）預金通帳

（３）印鑑、印鑑登録カード
（４）前各号に準ずるもので、管理者が特に必要と認めたもの
（預り金等の管理事務の範囲）

第４条　前条に規定する預り金等の管理事務の範囲は、次の各号のとおりとする。

（１）現金の出納及び保管
（２）預貯金通帳の保管及び預貯金の預け入れ又は引き出し
（３）印鑑等の保管
（４）その他管理者が必要と認める事務
（管理責任者、副管理責任者）

第５条　預り金等の管理を適正に行うため、管理責任者及び副管理責任者を置くものとする。
（１）管理責任者には、管理者を充て、預り金等の適切な管理に努めるものとする。

（２）副管理責任者には、サービス管理責任者(管理者とサービス管理責任者が同一の場合はその他の従業者)を充て、預り金等の管理に際し管理責任者を補佐するものとする。

（保管方法）

第６条　現金、通帳、書類等の保管は施錠できる金庫等に、もっとも安全な方法で保管するものとする。

２　預り金等の管理のため、次の帳簿を備えるものとする。
（１）預り金等管理台帳（様式１）

（２）預り金等個人別台帳(預貯金・現金)（様式２）

（３）印鑑預り台帳（様式３）

（預り金等の受け入れ）

第７条　利用者（又は成年後見人等）は第２条の規定に基づき、管理責任者に預り金等の管理を依頼するときは、「預かり金等管理委託契約書」を作成のうえ、管理責任者の承認を受けなければならない。

２　管理責任者は、利用者等より預り金等の管理の依頼を受けた場合は、預り金等の内容・金額を利用者等と相互に確認し「預り証」（様式４）を発行しなければならない。預り証の控えは管理責任者が保管しておくものとする。

（預り金等の引き出し）

第８条　利用者等からの依頼にもとづき現金の引き出しを行った場合は、その都度、管理責任者又は副管理責任者が「預り金等個人別台帳」（様式２）に所要事項を記入するものとする。

（印鑑の登録）

第９条　管理責任者は、利用者等より印鑑の管理依頼があったときは、「預り証」に所要事項を記入するほか、「印鑑預り台帳」（様式３）に預かる印鑑の材質、形状及び印影等必要と思われる事項を記入し、登録しておくものとする。

（預り金等の管理）

第１０条　管理責任者又は副管理責任者は預り金等の在り高を定期的に確認し、「預り金等管理台帳」（様式１）に所要事項を記入するものとする。

２　預り金等に係る預金残高が著しく高額となった場合又は利用者が成年後見相当となった場合は、本人又は成年後見人等に対して、より安全な第三者（機関）への預託に変更するよう助言するものとする。

（預り金等の返還）

第１１条　管理責任者は、利用者の預り金等について次の各号のいずれかに該当するにいたった場合は、すみやかに預り金等を返還しなければならない。
（１）利用者より預り金等の返還の依頼があった場合

（２）利用者が退所した場合

（３）利用者が第２条に定める要件を欠くと認められた場合
（４）利用者が死亡した場合
２　前項第１号、第２号、第３号に基づく利用者以外の者による返還請求人は、予め利用者が指定する預り金等受取人あるいは成年後見人等法定代理人に限るものとする。
３　前々項第４号に基づく返還請求人は、遺言執行者、予め利用者が指定する預り金等受取人の順とし、これらがいない場合は必要書類の提出があった場合の相続人に限るものとする。

４　預り金等の返還にあたっては、「受領証」（様式４）を徴するものとする。

（遺留金品の取り扱い）

第１２条　身寄りのいない利用者に遺留金品がある時は、管理責任者は関係区市町村と協議の上、所要の引渡し等を行うものとする。

（帳簿の照合）

第１３条　管理責任者は、取り扱った入金又は引き出しについて毎月1回以上預り金等管理台帳と伝票とを照合するとともに、毎月１回以上利用者又は成年後見人等の点検を受けなければならない。

（管理状況の確認及び通知）

第１４条  管理責任者は、利用者又は成年後見人等から当該利用者の預貯金等の管理状況について開示を求められた場合は、関係書類を閲覧させるとともに、預貯金等の現在高について利用者又は成年後見人等の確認を受けるものとする。
（関係書類等の保存）

第１５条　預り金等に係る関係帳簿類は、預り金等の返還後５年は保存するものとする。

（業務の相互確認）

第１６条  管理責任者、副管理責任者は年２回以上相互に業務執行状況の確認を行うものとする。

（本人管理への便宜供与）

第１７条　利用者が自ら管理する場合は、管理責任者は鍵のかかる保管場所の提供を行うこととする。

（虐待防止法遵守）

第１８条　管理責任者は、利用者の家族等が利用者の財産を不当に処分し、あるいは利用者から不当に財産上の利益を得ていると思われるときは関係法令等にしたがい、速やかに区市町村に通報するものとする。
（その他）

第１９条　この規程で定めるもののほか、特定非営利活動法人○○会△△ホーム利用者預り金等の取り扱いについて必要な事項は利用者又は法定代理人等と協議のうえ管理責任者が定めるものとする。

附　　則

１　この規程は、平成○○年○月○日から施行する。

預り金等管理委託契約書
甲（ご利用者）　　　　　　　　　　　　　　

乙（事業者）　　　　　　　　　　　　　　

甲の△△ホーム利用に際し、次のとおり、預り金等管理委託契約書を締結します。

（目　的）

第１条　この契約書は、預り金等管理規程に基づき、自らの手による日常の生活に必要な金銭の管理等が困難な方の財産の保全を適切にすることを目的として、締結するものです。

（本契約の利用対象）

第２条　預り金等管理規程に定める預り金等の財産の管理（処分を含む）を対象とします。

（預りの開始）

第３条　この契約の期間は、平成　　年　　月　　日からとします。

２　契約の期間中であっても、預り金等管理規程第１１条１項に該当する場合は、この契約は終了します。

（保　管）

第４条　甲は、乙に対し、次の預り金等を預けることができます。この場合、乙は別紙の預り証を提出し、この預り証は契約の一部となります。

　（１）　現金

（２）　預貯金通帳

（３）　印鑑

（４）　その他乙が適当と認めたもの

２　前項の預り証は、預ける物の追加または変更のあるごとに作成します。

（金銭出納）

第５条　甲は乙に対し、日常的な生活費用及び甲の申し出た事項に関する金銭出納管理を委託することができます。

２　金銭の管理体制は、預り金等管理規程に記載のとおりです。

３　甲は乙に対し、第１項の金銭出納管理をするに必要な代理権を与えるものとします。

４　甲及び保護者等は、乙に対し、いつでも金銭出納の記録の提示を求めることができ、乙は速やかに記録の提示をします。

（解　約）

第６条　甲は、いつでも、この契約を解除することができます。

２　乙は、甲及び保護者等から解約の申出があった場合は、甲の財産の保全、管理に不適当と認める特別の事情がない限り、預り金等管理規程に基づき速やかに保管物を返還します。

３　乙は、次の場合は、この契約を解約することができます。この場合、乙は甲の生活にふさわしい他の援助を利用できるように努めます。

（１）　甲の意思が確認できず、乙が管理するのに不適当と認められるとき。

（２）　甲が他の施設への入所が決まり、その施設の側で受入れることができる状態になったとき。

４　この契約が解除された場合は、乙は速やかに金銭出納の報告書を甲に提出します。

（損害賠償）

第８条　乙がこの契約に基づく管理を怠って甲に損害を与えた場合、速やかに損害を賠償します。ただし、乙が十分注意したにもかかわらず生じた損害については賠償しません。

（契約に定めのない事項）

第９条　この契約に定めのない事項については、利用契約書を援用するほか、乙は甲または保護者等と協議のうえ、誠実に対処します。

　　年　　月　　日

（甲）

私は、以上の契約につき△△ホームから説明を受け、理解しました。

住　所

氏　名

（保護者等）

私は、以上の契約内容につき△△ホームから説明を受け、理解しました。

住　所

氏　名

（乙）

△△ホームは、甲の依頼を受け、この契約書に定める財産保全及び管理のサービスを責任をもって行います。

住　所

法人名
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平成　　年　　月　　日
△△ホーム管　理　者　　○○  ○○

　　　　　　 利　用　者　　○○　○○

